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臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります
（1万円）

子育て世帯臨時特
例給付金の支給対
象者となる可能性
があります

対象ではありません
※消費税の引き上げ
　には保護基準の
　改定で対応します

対象ではありません

※チャートはあくまで一般的な場合を想定しています

子育て世帯

はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

はい

はい

はい

いいえ
はい

いいえ

はい

※基準日は平成 26 年 1月 1日になります。

生活保護を
受けて
いますか

平成 26 年度分
の住民税は課税
されていますか

平成 26 年度
分の住民税が
課税されてい
る人に扶養さ
れていますか

加算対象の基礎
年金・児童扶養
手当などを受給
していますか

平成 25 年の
所得は制限額
以上ですか

平成 26 年 1月分
の児童手当等を
受給していますか
（中学生以下の
児童がいますか）

臨時福祉

臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります
（加算を含む 1万
5千円）

臨時福祉

右ページの表２
を参照ください

右ページの
表 1を参照
ください

Q：給付金の対象となる場合、申請書は送られてきますか？

臨時福祉給付金　支給要件

子育て世帯臨時特例給付金　支給要件

平成 26 年度分の住民税が課税されていない人が対象です。
ただし　・課税されている人に扶養されている場合
　　　　・生活保護の受給者である場合 など

区分 非課税限度額
（給与収入ベース）

単身 93万円

夫婦 137.8万円

夫婦・子1人 168万円

夫婦・子2人 209.9万円

【給与所得者】

区分 非課税限度額
（給与収入ベース）

単身
65歳以上 148万円

65歳未満 98万円

夫婦
65歳以上 192.8万円

65歳未満 147万円

【公的年金等受給者】

扶養親族等の数 限度額の目安
（給与収入ベース）

1人 875.6万円

2人 917.8万円

3人 960万円

4人 1002.1万円

○支給対象者

○支給額

は除きます。[ ]
１人につき 10,000 円。
下記の《加算対象者》は１人につき５,000 円を加算。

○支給対象者 　次のどちらの要件も満たす人が対象です。

○対象児童
支給対象者の平成 26 年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
ただし　・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
　　　　・生活保護の受給者となっている児童 など[ ] は除きます。

○支給額
対象児童 1 人につき 10,000 円。

申請期間と注意点

《申請期間》平成 26 年 7 月 1 日（火）～平成 27 年 1 月 5 日（月）
申請期間を過ぎた場合、対象者であっても申請の受け付けができません。対象者は
必ず期間中に申請を行ってください。

《注意点》
・「臨時福祉給付金」を受給した人は「子育て世帯臨時特例給付金」を受給できません。受け
　取ることができるのは、どちらか 1 つの給付金です。
・ 臨時福祉給付金の加算対象の人で、加算対象となる年金・手当などの手続きをまだ行っ    
  ていない人は、速やかに手続きを行い、給付金の申請を行ってください。
・公務員の人は勤務先から子育て世帯臨時特例給付金の申請のための書類が配付されま 
  すので、平成 26 年 1 月 1 日時点の住所地の市区町村に申請してください。

[ ]

対象者診断チャート

①平成 26 年１月分の児童手当・特例給付（※）を受給
②平成 25 年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満

（表２の限度額目安未満かどうか）
※特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上の人につい
て、児童１人当たり月額 5,000 円を支給しているものです。気になる質問Ｑ＆Ａ

A：対象となる可能性の高い人（公務員を除く）の世帯に、申請書を 7 月上旬までに到着
するよう送付します。また、申請書が届いていない人でも、8 ページの支給要件などを確認し、
該当する場合は役場へ申請してください。

Q：基準日（平成 26 年 1 月 1 日）の翌日以降に引っ越しした場合の給付金の受け取りはどうなりますか？
A：今回の２つの給付金は基準日時点で住民票がある市区町村から支給されます。具体的な
申請方法や申請期間については、基準日時点でお住まいの市区町村に問い合わせください。

Q：基準日（平成 26 年 1 月 1 日）以降に生まれた子や亡くなられた人は給付金の対象になりますか。
A：【臨時福祉給付金】　基準日までに生まれた人は給付金の対象になりますが、基準日の翌
日以降に生まれた子は対象となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間に亡
くなられた人も臨時福祉給付金の対象にはなりません。
　【子育て世帯臨時特例給付金】　基準日までに生まれた児童は対象となりますが、基準日の
翌日以降に生まれた児童は対象となりません。また、基準日から支給決定がされるまでの間
に亡くなられた児童も子育て世帯臨時特例給付金の対象にはなりません。

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

　
　
　

７
月
１
日 

受
付
開
始　

～
忘
れ
ず
申
請
を
～

　

消
費
税
が
８
％
へ
引
き
上
げ

ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
低
所
得

者
・
子
育
て
世
帯
へ
の
影
響
を

緩
和
す
る
た
め
、「
臨
時
福
祉
給

付
金
」「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

児童手当の所得制限限度額
（給与収入ベース）（表 2）

住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）（表 1）

《加算対象者》
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者（※１）
・児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者（※２）
※１ 平成 26 年３月分の受給権があり、４月分または５月分の年
金の支払いがある人
※２ 平成 26 年１月分の手当などを受給している人

→次ページ　給付金受給までの流れを紹介しています。ご確認ください。
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ご提出いただいた申請書類に不備などがないかの確認を行い、
給付に向けた手続きを行います。
※不備などがあった場合は、再提出・修正などを行っていただ
く場合があります。

1. 申請書の記入 対象となる可能性の高い人（公務員を除く）の世帯に、申請書
を 7 月上旬までに到着するよう送付します。支給要件をご確
認のうえ、申請書に必要事項を記入してください。
※申請後、審査を行いますので、申請書が届いている人が必ず
給付されるわけではありません。
※申請書が届いていない人でも、8 ページの支給要件などを確
認し、該当する場合は役場へ申請してください。

2. 申請書の提出

3. 申請書の審査

4. 支給決定

5. 給付金の受給

申請書に必要書類（本人確認書類・振
込口座確認書類＝免許証・預金通帳の
コピーなど）を添付し、申請期間内に
臨時給付金対策室窓口に提出するか、
返信用封筒で郵送してください。
※臨時給付金対策室は役場 1 階会議室
にあります（右図）。

給付決定後、「給付金支給決定通知書」が
送付されます。
※通知書には給付金の振込額や振込予定日
が記載されています。

振込予定日に申請書に記入された指定口座に
入金されます。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金に関する問合せ
臨時給付金対策室　電話：766-8886

〒 666 － 0292　猪名川町上野字北畑 11 － 1
　　　　　猪名川町役場「臨時給付金対策室」

《制度に関する問合せ》 厚生労働省
給付金専用ダイヤル　電話：0570 － 037 － 192

午前 8 時 45 分～午後 5 時 30 分（土、日、祝は除く）

特設ホームページ　http:www.2kyufu.jp/　
　　　　　　　　　検索キーワード「2 つの給付金」

午前 9 時～午後 6 時（土、日、祝は除く）

ご注意ください！！
「臨時福祉給付金」、「子育て世帯臨時特例給付金」を利用した
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”が予測されます！

●町や厚生労働省などが ATM（現金自動預け払い機）の操作をお願いしたり、給
　付金を支給するために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
●公的機関などを騙る者から、個人情報などを盗まれる可能性がありますので、
　不審な電話などにはご注意ください。
●不審な電話・郵便物などが届いたら、迷わず、最寄りの警察署か警察相談専用
　電話（＃ 9110）にご連絡ください。

リ
ン
リ
ン
♪

　

加
入
す
る
各
世
帯
主
を
納
税
義
務
者
と

し
て
、
表
１
を
基
に
計
算
さ
れ
た
納
税
通

知
書
を
７
月
上
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

納
期
限
は
、
第
１
期
（
７
月
31
日
）
か

ら
第
９
期
（
平
成
27
年
３
月
31
日
）
ま
で

月
末
払
い
の
９
回
払
い
と
な
り
ま
す
。

※
月
末
が
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
、
翌

営
業
日
、
12
月
の
み
25
日
が
納
期
限
。

※
世
帯
主
本
人
の
加
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
と
な
り
ま
す
。

◆
国
保
税
の
納
付
が
困
難
な
場
合

　

災
害
や
失
業
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
国
保
税
の
納
付
が
難
し
い
場
合

は
、
申
請
に
よ
り
減
額
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
納
期
限
ま

で
に
同
課
に
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
国
保
税
の
軽
減
判
定
基
準
が
拡
充

　

表
2
の
と
お
り
、
世
帯
主
、
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
（
※
1
）
お
よ
び
被
保
険
者
の

前
年
中
の
所
得
の
合
計
額
が
一
定
基
準
以

下
の
世
帯
は
、
国
保
税
の
均
等
割
と
平
等
割

の
軽
減
判
定
が
軽
減
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

◆
高
齢
受
給
者
証
を
送
付

　

70
歳
か
ら
74
歳
の
国
保
加
入
者
に
発
行

さ
れ
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
は
、
平
成
26

年
７
月
31
日
が
有
効
期
限
と
な
り
ま
す
。

８
月
以
降
に
有
効
と
な
る
証
は
、
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

◆
限
度
額
認
定
証
、
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新

　

加
入
者
が

高
額
な
療
養

を
受
け
る
場

合
、
限
度
額

認
定
証
ま
た

は
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
医
療
機

関
の
窓
口
で
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
窓

口
で
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。
認
定
証
が
必
要
な
人
は
、
保
険
証
と

印
鑑
を
持
参
の
う
え
同
課
で
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
認
定
証
を
既
に
所
持
し
８
月
１

日
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な
人
は
、
７
月

24
日
以
降
に
同
課
で
再
度
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
（
国
保
税
を
滞
納
さ
れ
て
い
る
と

交
付
さ
れ
な
い
場
合
あ
り
）。

表 1　平成 26 年度 国保税率・額

区　　　分 医療分 後期高齢者
支援金分 介護分

a. 所得割　基準総所得金額等 ( 前年
中の総所得金額－ 33 万円 ) ×税率

6.3% 1.8% 2.0%

b. 資産割　固定資産税相当額×税率 16.0% 2.0% 2.0%
c. 均等割　国保加入者1人あたり 30,800 円 8,200 円 11,200 円
d. 平等割　1 世帯あたり 25,700 円 7,000 円 5,400 円
課税限度額 ( 最高限度額 ) 51 万円 16 万円 14 万円
※ａ～ｄの合計額が 1 年間の国保税額
※介護分は 40 ～ 64 歳の国保加入者がいる世帯のみ課税

表 2　軽減の種類と軽減基準所得
軽減
の

種類
軽減基準所得

2 割

【平成 25 年度まで】
33 万円＋ 35 万円×（特定同
一世帯所属者数＋被保険者数）
以下

【平成 26 年度以降】
33 万円＋ 45 万円×（特定同
一世帯所属者数＋被保険者数）
以下

5 割

【平成 25年度まで】
33 万円＋ 24万 5千円×（世
帯主を除いた特定同一世帯所属
者数＋世帯主を除いた被保険者
数）以下
【平成 26年度以降】
33 万円＋ 24万 5千円×（特
定同一世帯所属者数＋被保険者
数）以下

7 割 33 万円

（※１）特定同一世帯所属者とは、後
期高齢者医療保険に移行することによ
り国保の資格を喪失した人で、継続し
て同じ世帯に属する人です。

❖
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
❖

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態

で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す

る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料

の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年

者
（
30
歳
未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」

が
あ
り
ま
す
の
で
、
同
課
窓
口
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

書
は
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
。

　

平
成
26
年
度
の
免
除
な
ど
の

受
付
は
平
成
26
年
7
月
1
日
か

ら
開
始
さ
れ
、
平
成
26
年
7
月

分
か
ら
平
成
27
年
6
月
分
ま
で

の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
し

ま
す
。

　

ま
た
、
2
年
1
カ
月
前
の
月

分
ま
で
遡
っ
て
免
除
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
請
を

忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期
間

を
有
し
て
い
る
人
な
ど
は
詳
細

を
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

同
課
ま
た
は
、
尼

崎
年
金
事
務
所
（
☎
０
６
・ 

６
４
８
２
・
４
５
９
１
）   

❖ 

国
民
健
康
保
険
（
国
保
） 

❖

住民保険課よりお知らせ
問合せ（☎ 766 － 8700）

☆臨時給付金
　対策室

まちづくり部

玄関

総合窓口

机ATM

住
民
保
険
課
へ

ゴ
ー
ゴ
ー
♪

申
請
期
間
が
あ
る
か

ら
忘
れ
ず
に
ね
。

猪　名　川　町　役　場

～受給までの流れ～臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金

兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1

猪名川　太郎

猪名川　いなぼう

平成  ★年  ６月  １日

平成  26年  8月  １日

平成  27年  3月 3１日

Ｂ

●●●

見
本
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情
報

　
ポ
ケ
ッ
ト

お
知
ら
せ

？
の
相
談
室

　
星
　
空

子
　
育
　
て

図
　
書
　
館

健
康
づ
く
り

私
の

　
オ
ス
ス
メ

　

今
年
の
テ
ー
マ　
「
笑
顔　

キ

ラ
キ
ラ　

い
な
が
わ
ま
つ
り
」
を

掲
げ
て
、
い
な
が
わ
ま
つ
り
を
開

催
し
ま
す
！
開
催
に
先
駆
け
て
、

一
緒
に
盛
り
上
げ
て
く
れ
る
団
体

を
募
集
し
ま
す
！

▽
応
募
基
準　

①
町
内
の
団
体　

②
同
一
団
体
で
「
屋
外
ス
テ
ー
ジ

発
表
」
と
「
ホ
ー
ル
発
表
」
の
両

方
の
申
込
不
可　

③
営
利
な
ど
を

目
的
と
す
る
団
体
や
個
人
で
の
参

加
不
可　

④
屋
外
出
店
で
Ｌ
Ｐ

ガ
ス
ボ
ン
ベ
を
利
用
す
る
団
体

は
「
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確

保
お
よ
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
く
手
続
き
必
要

⑤
町
ご
み
減
量
化
推
進
会
議
事
務

局
（
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
☎

７
６
８
・
０
８
１
８
）
が
主
催
す

る
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
は
広

報
い
な
が
わ
８
月
号
で
募
集　

⑥

応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
の
場
合

あ
り　

⑦
販
売
を
伴
う
団
体
は
テ

ン
ト
一
張
当
た
り
３
千
円
負
担

（
た
だ
し
、
福
祉
団
体
に
つ
い
て

は
減
免
措
置
あ
り
）

▽
申
込
方
法　

７
月
15
日
ま
で
に

参
画
協
働
課
、
文
化
体
育
館
、
図

書
館
、日
生
・
六
瀬
住
民
セ
ン
タ
ー

に
備
え
付
け
の
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
各
申
込
み
先
に
提
出

（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
用

紙
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル

形
式
で
メ
ー
ル
に
て
申
込
み
可
）

▽
申
込
・
問
合
せ　

【
屋
外
出
展
（
店
）、
屋
外
ス
テ
ー
ジ

発
表
】
参
画
協
働
課
（
☎
７
６
６
・

８
７
８
３
、
□sankaku@town.

inagawa.lg.jp

）

【
屋
内
展
示
、
ホ
ー
ル
発
表
】
文
化

体
育
館
（
☎
７
６
６
・
７
４
０
０
、   

　

inahall@
tow

n.inagaw
a.

lg.jp

）

　

旧
阿
古
谷
小
学
校
に
つ
い
て
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
用
に
配

慮
し
つ
つ
、
施
設
な
ど
の
特
性
を

よ
り
有
効
的
に
活
か
す
と
と
も

に
、
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る

事
業
を
提
案
・
実
行
す
る
事
業
者

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▽
募
集
要
項
の
概
要　

①
貸
付
範

囲
＝
旧
阿
古
谷
小
学
校
の
土
地
に

つ
い
て
一
括
貸
付
（
建
物
な
ど
は

無
償
譲
渡
）　

②
貸
付
手
法
＝
借

地
借
家
法
に
基
づ
く
事
業
用
定
期

借
地
権
契
約　

③
貸
付
料
＝
応
募

者
か
ら
の
提
案
に
よ
る
も
の
と

す
る
が
、
最
低
貸
付
料
は
年
間

１
３
２
万
円　

④
貸
付
期
間
＝
30

年
以
上
50
年
未
満
と
し
、
事
業
者

と
協
議
の
上
決
定　

⑤
募
集
受
付

期
間
＝
７
月
31
日
ま
で
に
必
要
書

類
を
企
画
財
政
課
に
提
出

▽
提
案
の
審
査　

応
募
者
か
ら
提

出
さ
れ
た
事
業
提
案
に
つ
い
て
、

選
考
審
査
会
で
審
査
を
行
い
、
優

先
交
渉
事
業
者
を
選
定
。

▽
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル　

事
業
者
決
定

後
、
平
成
27
年
度
か
ら
、
事
業
者

が
活
用
に
向
け
整
備
を
実
施
、
平

成
28
年
度
よ
り
活
用
開
始
予
定

▽
問
合
せ　

同
課
（
☎
７
６
６
・

８
７
１
１
）

　

平
成
27
年
１
月
12
日
に
行
わ
れ

る
成
人
式
を
、
新
成
人
が
自
ら
企

画
・
立
案
し
、
魅
力
あ
る
式
典
を

開
催
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽
対
象　

平
成
６
年
４
月
２
日
～

平
成
７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

▽
募
集
人
数　

先
着
15
人

▽
申
込
・
問
合
せ　

７
月
31

日
ま
で
に
生
涯
学
習
課
（
☎

７
６
７
・
２
６
０
０
）

《
国
際
交
流
協
会
よ
り
》

▽
と
き　

９
月
7
日
（
日
）
午
前

９
時
30
分
～

▽
と
こ
ろ　

社
会
福
祉
会
館

▽
参
加
資
格　

町
内
在
住
・
在
学

の
中
高
生
（
長
期
海
外
生
活
体
験

者
は
参
加
で
き
な
い
場
合
あ
り
）

▽
部
門　
【
中
学
生
１
・
２
・
３
年

生
の
部
暗あ

ん
し
ょ
う誦
大
会
】
課
題
は
申

込
受
付
時
に
配
布　
【
高
校
生
の

部
弁
論
大
会
】
５
つ
の
テ
ー
マ
の

中
か
ら
１
つ
を
選
び
、
作
文
し
発

表
※
詳
細
は
募
集
要
項
を
参
照

▽
そ
の
他　

入
賞
者
に
賞
状
お
よ

び
副
賞
（
全
員
に
参
加
賞
）、
高
校

生
の
部
優
勝
お
よ
び
準
優
勝
者
は

来
春
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
バ
ラ
ラ
ッ

ト
市
へ
２
週
間
程
度
派
遣
予
定

▽
申
込　

７
月
１
日
か
ら
参
画
協

働
課
、日
生
・
六
瀬
住
民
セ
ン
タ
ー

に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
中
学
生
の
部
は

７
月
25
日
ま
で
、
高
校
生
の
部
は

発
表
内
容
の
原
稿
（
英
文
お
よ
び

日
本
文
）
を
8
月
18
日
ま
で
に
同

協
会
事
務
局

　

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
通
し
て
、
生

の
英
語
に
触
れ
て
異
文
化
体
験
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
。　

▽
訪
問
期
間　

10
月
20
日
（
月
）

～
26
日
（
日
）

▽
内
容　

バ
ラ
ラ
ッ
ト
市
訪
問
・

観
光
（
4
泊
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
）、

メ
ル
ボ
ル
ン
観
光
な
ど

▽
旅
行
代
金　

18
万
５
千
円
＝
変

動
有
り
（
内
訳
＝
航
空
運
賃
、
燃

料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
、
専
用
バ
ス
代

金
、
両
国
の
空
港
諸
税
、
Ｅ
Ｔ
Ａ

Ｓ
取
得
料
）
※
た
だ
し
現
地
で
の

食
事
代
・
諸
費
な
ど
は
除
く

▽
募
集
人
数　

先
着
10
～
15
人

※
詳
細
は
、
役
場
総
合
窓
口
、
参

画
協
働
課
に
設
置
し
て
い
る
チ
ラ

シ
を
参
照
。

▽
申
込　

７
月
18
日
ま
で
に
同
協

会
事
務
局

い
ず
れ
も
▽
問
合
せ　

同
協
会

事
務
局
（
参
画
協
働
課
内
☎

７
６
６
・
８
７
８
３
）

　
募
　
集

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

い
な
が
わ
ま
つ
り

（
11
月
3
日
開
催
）
参
加
団
体

第
23
回

　

英
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト

？
の
相
談
室

消
費
生
活 旧

阿
古
谷
小
学
校
施
設
等
活
用

事
業
者

平
成
27
年
の
成
人
式
実
行
委
員

□

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
75
歳
以
上
ま

た
は
、
65
歳
以
上
で
障
害
認
定
に
よ
り
加

入
の
人
）
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に

保
険
料
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

　

平
成
26
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

額
決
定
通
知
書
は
、
7
月
上
旬
に
送
付
し

ま
す
。

◆
保
険
料
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
度
保
険
料
は
、
表
１
の
と
お

り
で
す
。

◎
支
払
方
法

①
年
金
か
ら
の
支
払
い
（
特
別
徴
収
）
※

希
望
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
い
に

変
更
可　

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の
支

払
い
（
普
通
徴
収
）

◆
保
険
料
の
軽
減

◎
所
得
の
低
い
人
の
軽
減

【
均
等
割
額
】
同
一
世
帯
の
世
帯
主
と
被

保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
表
２
の
と
お
り

軽
減
が
適
用

【
所
得
割
額
】
算
定
に
か
か
る
所
得
（
総

所
得
金
額
等
―
基
礎
控
除
額
33
万
円
）
が

58
万
円
（
年
金
収
入
の
み
の
場
合
、
収
入

金
額
が
２
１
１
万
円
）
以
下
の
人
は
、
5

割
軽
減

◎
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
軽
減

　

制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
被
用
者
保
険

（
全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
）、

共
済
組
合
な
ど
）
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人

は
、
所
得
割
は
掛
か
ら
ず
、
軽
減
措
置
に

よ
り
均
等
割
額
が
９
割
軽
減

◆
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

　

災
害
や
所
得
の
著
し
い
減
少
に
よ
り
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
７
月
下
旬
に
新
被
保
険
者
証
を
送
付

◎
被
保
険
者
証

　

８
月
１
日
か
ら
新
し
い
被
保
険
者
証
を

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
限
度
額
適
用
・

                

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
人
が

対
象
で
す
。更
新
時
期
は
８
月
１
日
で
す
。

現
在
、
減
額
認
定
証
を
持
ち
、
８
月
以
降

も
引
き
続
き
対
象
と
な
る
人

に
は
、
新
し
い
減
額
認
定
証

を
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送

付
し
ま
す
。
世
帯
員
全
員
が

住
民
税
非
課
税
の
人
で
減
額

認
定
証
の
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合

は
、住
民
保
険
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
医
療
機
関

ご
と
に
１
ヵ
月
間
に
支
払
う
自
己
負
担
額

が
、
外
来
・
入
院
と
も
区
分
に
応
じ
た
限

度
額
ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食
事
代
に

つ
い
て
も
減
額
さ
れ
ま
す
（
柔
道
整
復
、

鍼
灸
、
あ
ん
ま
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
な
ど

は
除
く
）。

表 1　1 人当たりの後期高齢者医療保険料（年額）

均等割額
＋

所得割額
47,603 円 （前年中の総所得金額等 ( ※ )

－ 33 万円）× 9.70％
＝平成 26 年度保険料額（最高限度額 57 万円）

※総所得金額等＝収入額－控除額（公的年金等控
除額、給与所得控除額、必要経費）◇ここでいう
控除額は、所得控除（社会保険料控除・扶養控除
等）は含みません。
表 2　均等割額の軽減

軽減の種類
（軽減後の額）

平成 25 年中の総所得金額
（被保険者 + 世帯主）

9 割
（4,760 円）

33 万円以下であり、なおかつ被保
険者全員の所得が 0 円（年金所得は
控除額を 80 万円として計算）

8.5 割
（7 割）

（7,140 円）

33 万円以下（本来 7 割軽減だが、
軽減措置により 8.5 割軽減となる）

5 割
（23,801 円）

【平成 25 年度まで】
33 万円＋ 24 万 5 千円×被保険者
数（被保険者である世帯主を除く）

【平成 26 年度以降】
33 万円＋ 24 万 5 千円×被保険者数

2 割
（38,082 円）

【平成 25 年度まで】
33 万円＋ 35 万円×被保険者数

【平成 26 年度以降】
33 万円＋ 45 万円×被保険者数

住民保険課よりお知らせ
問合せ（☎ 766 － 8700）

国
際
交
流
協
会
設
立
25
周
年

バ
ラ
ラ
ッ
ト
市
訪
問
団
参
加
者

❖ 

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
は
❖

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
以
下
、
住
基

カ
ー
ド
）
は
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を
搭
載
し
た

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
優
れ
た
カ
ー
ド
で
、
顔

写
真
あ
り
タ
イ
プ
の
も
の
は
、
運
転
免
許

証
な
ど
と
同
様
に
、
公
的
な
身
分
証
明
証

と
し
て
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

◆
住
基
カ
ー
ド
用
顔
写
真
の

　
　
　
　
　
　

無
料
撮
影
サ
ー
ビ
ス

　

町
で
は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
普
及
を
図
る
た

め
、
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
に
必
要
な

写
真
の
無
料
撮
影
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
住
基
カ
ー
ド
」
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
は
、
転
入
届
の
特
例
が
受
け
ら

れ
、
郵
送
な
ど
に
よ
り
転
出
届
を
行
う

こ
と
で
、
引
越
し
時
の
手
続
で
市
区
町

村
の
窓
口
に
出

向
く
の
は
、
引

越
し
先
の
一
度

で
済
む
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　
「
住
基
カ
ー

ド
」
に
電
子
証

明
書
を
格
納
す

る
こ
と
で
、
電

子
証
明
書
に
よ

る
本
人
確
認
を
必
要
と
す
る
行
政
手
続

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　
「
住
基
ネ
ッ
ト
」・「
住
基
カ
ー
ド
」

の
詳
細
は
、
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
総
合
情
報
サ
イ

ト　

http://juki-card.com
/

❖ 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

❖
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報

　
ポ
ケ
ッ
ト

お
知
ら
せ

？
の
相
談
室

　
星
　
空

子
　
育
　
て

図
　
書
　
館

健
康
づ
く
り

私
の

　
オ
ス
ス
メ

　

夏
季
の
レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ズ
ン

は
、
交
通
事
故
の
増
加
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全
意
識

と
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
を
図
り
、

交
通
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

▽
運
動
重
点　

①
子
ど
も
と
高
齢

者
の
交
通
安
全　

②
自
転
車
の
交

通
安
全　

③
飲
酒
運
転
な
ど
悪

質
・
危
険
な
運
転
の
根
絶　

④
全

て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

用
の
徹
底

▽
問
合
せ　

参
画
協
働
課
（
☎

７
６
６
・
８
７
８
３
）

　

平
日
に
納
税
相
談
な
ど
が
困
難

な
人
を
対
象
に
、
臨
時
に
開
設
し

ま
す
。

▽
と
き　

７
月
27
日
（
日
）
午
前

10
時
～
午
後
３
時

▽
と
こ
ろ　

日
生
公
民
館
会
議
室

▽
問
合
せ　

税
務
課
（
☎
７
６
６

・
８
７
０
２
）

▽
と
き　

７
月
25
日
（
金
）
午
後

1
時
か
ら

▽
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
視
聴
覚

ホ
ー
ル

▽
内
容　

町
産
業
拠
点
地
区
地
区

計
画
の
決
定
に
つ
い
て

▽
定
員　

10
人
（
多
数
抽
選
）

▽
そ
の
他　

傍
聴
希
望
者
は
、
当

日
開
始
時
刻
前
に
会
場
受
付
へ
お

越
し
く
だ
さ
い

▽
問
合
せ　

都
市
環
境
課
（
☎

７
６
６
・
８
７
０
４
）

　

都
市
計
画
法
に
基
づ
き
、
地
区

計
画
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。
ま

た
、
縦
覧
期
間
中
に
町
長
へ
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
名
称　

町
産
業
拠
点
地
区
地
区

計
画
（
猪
名
川
町
決
定
）

▽
縦
覧
期
間　

７
月
１
～
15
日

▽
縦
覧
・
意
見
提
出
場
所　

都
市

環
境
課

▽
問
合
せ　

同
課
ま
ち
づ
く
り
推

進
室
（
☎
７
６
８
・
８
７
２
１
）　

　

新
名
神
高
速
道
路
建
設
事
業
に

伴
い
、
夜
間
通
行
止
め
を
実
施
し

ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
規
制
場
所　

町
道
差
組
紫
合
線

（
広
根
字
野
尻
～
差
組
字
向
イ
付
近
）

▽
規
制
期
間　

7
月
10
～
18
日
の

内
6
日
間
（
土
・
日
・
祝
は
含
ま
な

い
）、
午
後
11
時
（
最
終
路
線
バ
ス

通
過
後
）
～
翌
朝
5
時
30
分

▽
問
合
せ　

都
市
環
境
課
（
☎

７
６
６
・
８
７
１
５
）、
西
日
本
高

速
道
路
㈱
新
名
神
兵
庫
事
務
所

（
☎
７
６
８
・
８
０
２
０
）

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の

町
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
」
お
よ
び
同
規
則
に
基
づ

き
、
町
長
の
資
産
報
告
書
な
ど
が

閲
覧
で
き
ま
す
。

▽
と
き　

７
月
１
日
（
火
）
か
ら
、

午
前
８
時
45
分
～
午
後
５
時
30
分

▽
と
こ
ろ　

企
画
財
政
課
秘
書
広

報
室
内

▽
公
開
す
る
報
告
書　

資
産
等
補

充
報
告
書
（
平
成
25
年
12
月
31
日

現
在
所
有
分
）、所
得
等
報
告
書（
平

成
25
年
分
）、
関
連
会
社
等
報
告
書

（
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在
）

▽
問
合
せ　

同
室
（
☎
７
６
６
・

８
７
１
３
）

▽
と
き　

7
月
3
日
（
木
）、
17

日
（
木
）
午
前
10
時
～
正
午

▽
と
こ
ろ　

社
会
福
祉
会
館　

▽
入
会
資
格　

町
内
在
住
60
歳
以

上
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人

▽
問
合
せ　

同
セ
ン
タ
ー
（
☎

７
６
６
・
８
６
８
６
）

　

関
西
電
力
よ
り
、
今
夏
も
節
電

要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
電
力
供
給

を
す
る
上
で
最
低
限
必
要
な
電
力

は
確
保
で
き
る
見
通
し
で
す
が
、

定
着
し
た
節
電
分
を
見
込
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
夏
も
皆
さ
ん

の
節
電
・
省
エ
ネ
に
ご
協
力
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
役
場
に
お
い
て
も
ク
ー

ル
ビ
ズ
・
昼
休
み
の
事
務
所
の
消

灯
・
冷
房
温
度
設
定
な
ど
で
節
電

を
行
い
ま
す
。

【
家
庭
で
の
主
な
節
電
事
例
】
エ

ア
コ
ン
の
適
切
な
温
度
設
定

（
28
℃
）・
こ
ま
め
な
ス
イ
ッ
チ
オ

フ
・
冷
蔵
庫
の
設
定
を
「
弱
」
に

変
更
な
ど

▽
問
合
せ　

関
西
電
力
株
式
会
社

（
☎
０
８
０
０・１
２
３・０
１
７
１
）

　

７
月
１
日
付
け
で
町
職
員
の
人

事
異
動
を
行
い
ま
し
た
。（　
）
内

は
旧
任
。

【
副
主
幹
級
】　

生
活
部
住
民
保

険
課
六
瀬
連
絡
所
所
長
心
得
＝
今

仲
弘
光
（
生
活
部
住
民
保
険
課
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
筆
頭
主
査
）
▽

生
活
部
福
祉
課
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
所
長
心
得
＝
谷
秀
三
（
生
活

部
住
民
保
険
課
六
瀬
連
絡
所
所
長

心
得
）

？
の
相
談
室

消
費
生
活

　
募
　
集

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

第
１
回
都
市
計
画
審
議
会

町
道
差
組
紫
合
線
の

　
　
　
　
　

夜
間
通
行
止
め

川
西
篠
山
線

至川西

飲食店

病院
GS

Ｎ

いなぼうの石像

つつじが
丘小学校

至宝塚

至パークタウン

通
行
止
め
区
間

（
差
組
紫
合
線
）飲食店

至日生
役場

至篠山

兵庫県特別功労者表彰を受賞

住
す み の

野 敦
あ つ ひ ろ

浩さん
（南田原・51 歳）

　長 年 に わ た り 消 防
防災行政の推進に協力
し、 危 険 物 災 害 の 防
止、安全管理などの普
及啓発に著しい功績が
認められたものです。

特別功労

　

よ
り
よ
い
水
道
事
業
の
経
営
を

目
指
し
、
様
々
な
視
点
か
ら
提
言

を
い
た
だ
き
ま
す

▽
対
象　

水
道
に
関
心
が
あ
り
、

平
日
の
昼
間
の
活
動
に
参
加
で
き

る
、
町
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
人

▽
活
動
内
容　

施
設
見
学
・
研

修
・
意
見
交
換
な
ど
年
５
回
程
度

▽
モ
ニ
タ
ー
期
間　

平
成
27
年
３

月
末
ま
で

▽
定
員　

5
人
程
度
（
定
員
に
満

た
な
い
場
合
は
、
中
止
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
）

▽
申
込
・
問
合
せ　

７
月
25

日
ま
で
に
上
下
水
道
課
（
☎

７
６
６
・
８
７
１
６
、suido@

town.inagawa.lg.jp

）

　

療
育
訓
練
事
業
と
は
、
運
動
面

や
情
緒
・
知
的
面
な
ど
の
発
達
の

遅
れ
が
心
配
さ
れ
る
児
童
を
対
象

に
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
獲
得

や
社
会
性
の
発
達
、
運
動
機
能
の

維
持
・
向
上
な
ど
を
目
的
に
、
専

門
機
関
か
ら
訓
練
士
の
派
遣
を
受

け
て
実
施
し
て
お
り
、
訓
練
受
講

の
希
望
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

※
希
望
者
多
数
の
場
合
、
障
が
い

状
態
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
状
況
な
ど
を
勘
案
し
、
訓
練
利

用
の
必
要
性
の
高
い
児
童
を
優
先

▽
申
込
・
問
合
せ　

福
祉
課
（
☎

７
６
６
・
８
７
０
１
）

▽
対
象　
【
Ａ
区
分
】
４
年
制
大

学
卒
ま
た
は
４
年
制
大
学
を
平
成

27
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
人
（
昭

和
54
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
人
）　
【
Ｂ
区
分
】
Ａ
区
分
以
外

の
人
（
昭
和
54
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
）

▽
採
用
予
定
人
数　

男
性
警
察
官

Ａ
・
Ｂ
区
分　

２
１
０
人　

女
性

警
察
官
Ａ
・
Ｂ
区
分　

30
人　

特

別
選
考　

６
人

▽
受
付
期
間　
【
郵
送
】
７
月
10

日
～
８
月
22
日
【
持
参
】
７
月
10

日
～
８
月
28
日

▽
試
験
日　

９
月
21
日
（
日
）

▽
申
込
・
問
合
せ　

川
西
警
察

署
（
☎
７
５
５
・
０
１
１
０
、
県

警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://www.

police.pref.hyogo.jp/

）　

▽
と
き　

8
月
9
日
（
土
）
午
前

９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
県
中
央
労
働
セ
ン
タ
ー

▽
内
容　

免
許
取
得
に
向
け
た
予

備
講
習
会　

▽
受
講
料　

1
万
円　
　

▽
申
込
・
問
合
せ　

7
月
31
日

ま
で
に
県
猟
友
会
（
☎
０
７
８
・ 

３
６
１
・
８
１
２
７
）

▽
と
き　

9
月
6
日(

土)

午
前

９
時
40
分
～
午
後
５
時

▽
と
こ
ろ　

神
戸
市
立
生
田
文
化

会
館　

▽
受
験
費
用　

５
２
０
０
円　

▽
申
込
期
間　

7
月
22
日
～
8
月

19
日　

▽
問
合
せ　

県
農
政
環
境
部

自
然
環
境
課
（
☎
０
７
８
・ 

３
４
１
・
７
７
１
１
）　

▽
と
き　

７
月
19
日
（
土
）
午
前

10
時
～
正
午

▽
と
こ
ろ　

道
の
駅
い
な
が
わ
農

産
物
販
売
セ
ン
タ
ー

▽
内
容　

町
内
の
農
家
が
自
慢
の

野
菜
・
果
樹
な
ど
を
出
品
。
厳
正

な
審
査
の
結
果
、
入
賞
し
た
農
林

産
物
の
生
産
者
を
表
彰

▽
そ
の
他　

午
前
11
時
30
分
（
予

定
）
か
ら
出
品
さ

れ
た
野
菜
・
果
樹

な
ど
の
即
売
を
実

施▽
問
合
せ　

産
業

観
光
課
（
☎
７
６
６
・
８
７
０
９
）

▽
と
き　

７
月
９
日
（
水
）
午
前

10
時
～
11
時
30
分

▽
と
こ
ろ　

町
役
場
水
道
庁
舎
２

階
委
員
会
室　

▽
対
象　

就
学
期
を
迎
え
た
子
ど

も
の
発
達
に
心
配
の
あ
る
保
護
者

▽
内
容　

特
別
支
援
学
校
・
特
別

支
援
学
級
へ
の
就
学
説
明

▽
申
込
・
問
合
せ　

７
月
４

日
ま
で
に
教
育
支
援
室
（
☎

７
６
６
・
６
０
０
６
）

▽
と
き　

７
月
25
日
（
金
）
午
後

２
時
30
分
～
４
時
30
分
（
午
後
2

時
か
ら
受
付
）

▽
と
こ
ろ　
文
化
体
育
館
小
ホ
ー
ル

▽
講
演　
【
演
題
】「
授
業
の
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
研
究
を
進
め

る
～
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス

テ
ム
の
構
築
を
見
据
え
な
が
ら
～
」

▽
講
師　

石
塚
謙
二
さ
ん
（
豊
能

町
教
育
長
）

▽
定
員　

先
着
１
８
０
人

▽
申
込
・
問
合
せ　

教
育
支
援

室
、
日
生
・
六
瀬
住
民
セ
ン

タ
ー
、
文
化
体
育
館
に
備
え
付

け
の
申
込
用
紙
（
教
育
支
援
室

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
教
育
支
援
室
へ
持
参

ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
込
み
（
同

室
☎
７
６
６
・
６
０
０
６
・
F

７
６
６
・
３
０
３
４
）

　

第
五
次
猪
名
川
町
総
合
計
画
後

期
基
本
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
総

合
計
画
審
議
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
と
き　

7
月
14
日
（
月
）
午
後

6
時
～

▽
と
こ
ろ　

町
役
場
水
道
庁
舎
２

階
委
員
会
室

▽
定
員　
８
人
（
多
数
抽
選
）

▽
そ
の
他　

傍
聴
希
望
者
は
、
当

日
開
始
時
刻
前
に
会
場
受
付
へ
お

越
し
く
だ
さ
い

▽
問
合
せ　

企
画
財
政
課
（
☎

７
６
６
・
８
７
１
１
）　

　

学
校
が
夏
休
み
に
入
る
７
月
は
、

「
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
全
国

強
調
月
間
」
で
す
。

　

町
で
は
、
関
係
省
庁
や
県
、
近

隣
市
、
関
係
団
体
な
ど
と
連
携

し
、
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止

に
努
め
て
い
ま
す
。

　

青
少
年
が
健
全
に
育
つ
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
、
地
域
の
皆

さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

生
涯
学
習
課
（
☎

７
６
７
・
２
６
０
０
）

初
心
者
狩
猟
免
許
講
習
会

狩
猟
免
許
試
験

平
成
26
年
度
特
別
支
援
教
育
に

係
る
就
学
説
明
会

第
15
回

　
　

特
別
支
援
教
育
公
開
講
座

７
月
15
～
24
日　

夏
の
交
通
事

故
防
止
運
動
を
実
施

７
月
は
青
少
年
の
非
行
・
被
害

防
止
全
国
強
調
月
間

町
税
の

       「
休
日
納
税
相
談
窓
口
」

町
長
の
資
産
な
ど
を
公
開

総
合
計
画
審
議
会

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

入
会
説
明
会

節
電
の
お
願
い

７
月
31
日
が
納
期
限
で
す

●
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

（
第
２
期
）

●
国
民
健
康
保
険
税
（
全
期
・

第
１
期
）

●
介
護
保
険
料
（
第
２
期
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（
全
期
・
第
１
期
）

　
募
　
集

お
知
ら
せ

地
区
計
画
案
の
縦
覧

平
成
26
年
度
兵
庫
県
警
察
官

療
育
支
援
（
訓
練
）
事
業

平
成
26
年
度
水
道
モ
ニ
タ
ー

□

夏
季
農
林
物
産

　
　
　
　

品
評
会
・
即
売
会

町
職
員
の
人
事
異
動
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ポ
ケ
ッ
ト

お
知
ら
せ

？
の
相
談
室

　
星
　
空

子
　
育
　
て

図
　
書
　
館

健
康
づ
く
り

私
の

　
オ
ス
ス
メ

　
《
木
津
総
合
会
館
よ
り
》

　

５
月
17
日
（
土
）
に
文
化
体
育

館
小
ホ
ー
ル
に
お
い
て
総
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
度
も
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
の

解
消
を
め
ざ
し
取
り
組
み
の
輪
が

広
が
る
よ
う
２
５
８
人
の
代
議
員

を
中
心
に
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
働

き
か
け
て
い
き
ま
す
。

役
員
紹
介
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

▼
会
長
＝
大
下
章　

▼
副
会
長
＝

森
本
龍
生
、
伊
藤
茂
子
、
山
内
美

之
、
藤
野
朋
子　

▼
常
任
理
事
＝

中
井
重
樹
、
仲
井
常
雄
、
佐
々
木

敬
二
、
下
方
奈
々
子
、
太
田
は
る

よ
、
伊
藤
圭
子
、
奥
西
義
広
、
冨

田
徹
、
尾
川
悦
子
、
井
上
清
太
郎
、

足
立
美
代
子
、
山
本
高
司
、
福
田

善
夫
、
宮
城
恵
美
、
佐
野
孝
夫　

▼
会
計
＝
森
田
宣
彦　

▼
会
計
監

査
＝
中
村
篤
巳
、
守
谷
教
彦　

▼

顧
問
＝
小
路
力
子
、
井
上
佐
江
子

▽
と
き　

７
月
24
日
（
木
）
午
後

７
時
～
８
時
30
分

▽
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
視
聴
覚

ホ
ー
ル

▽
演
題　
「
命
と
平
和
～
私
の
ラ

バ
ウ
ル
体
験
を
通
し
て
～
」

▽
講
師　

辻
野
一
男
さ
ん
（
新
老

人
の
会
）

「
沖
縄
戦
と
基
地
」

▽
と
き　

７
月
18
日
（
金
）
～
25

日
（
金
）

▽
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
２
階
ロ

ビ
ー

　

あ
な
た
の
平
和

へ
の
願
い
を
広
島

に
届
け
ま
す
。
千

羽
鶴
づ
く
り
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

　

折
り
鶴
は
町
役
場
総
合
窓
口
、

日
生
・
六
瀬
住
民
セ
ン
タ
ー
、
保

健
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
木
津
総

合
会
館
に
設
置
の
折
り
鶴
用
Ｂ

Ｏ
Ｘ
へ
投
函

を
お
願
い
し

ま
す
。
作
成

し
た
千
羽
鶴

は
、
広
島
の

「
原
爆
の
子

の
像
」
へ
捧
げ
ま
す
。

▽
Ｂ
Ｏ
Ｘ
設
置
期
間　

７
月
１
日

～
23
日

※
折
り
紙
は
Ｂ
Ｏ
Ｘ
の
横
に
用
意

し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
▽
申
込
・
問
合
せ　

同

館
（
☎
７
６
８
・
０
２
１
７
）

　
募
　
集

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

▽
と
き　

７
月
27
日
（
日
）
午
後

１
～
４
時
（
開
場
＝
０
時
30
分
）

▽
と
こ
ろ　

川
西
市
文
化
会
館　

大
ホ
ー
ル

▽
内
容　

町
内
・
川
西
市
の
小
学

生
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
発
表
、
平
和

作
品
の
展
示
、
被
ば
く
体
験
者
の

講
演
、
お
楽
し
み
抽
選
会
な
ど

▽
参
加
費　

無
料

▽
問
合
せ　

同
実
行
委
員
会
（
☎

７
５
７
・
７
３
３
０
）

　

町
で
は
、
平
成
25
年
８
月
に
発

生
し
た
福
知
山

市
の
花
火
大
会

会
場
で
の
火
災

を
踏
ま
え
、
火

災
予
防
条
例
を

改
正
し
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
は
、
多
数
の
者
が

集
ま
る
場
所
で
対
象
火
気
器
具
な

ど
を
使
用
す
る
場
合
の
消
火
器
の

準
備
、
露
店
な
ど
の
開
設
の
届
出

の
ほ
か
、
屋
外
で
の
大
規
模
な
催

し
を
主
催
す
る
者
に
対
し
て
、
防

火
担
当
者
の
選
任
、
火
災
予
防
上

必
要
な
業
務
の
計
画
の
作
成
な
ど

を
義
務
付
け
る
も
の
で
す
。

※
「
対
象
火
気
器
具
な
ど
」
と
は
、

コ
ン
ロ
な
ど
火
を
使
用
す
る
器
具

ま
た
は
そ
の
使
用
に
よ
り
、
火
災

の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
器
具
を

い
い
ま
す
。

　

主
な
改
正
内
容
は
以
下
の
と
お

り
で
す
。

①
消
火
器
の
準
備

②
露
店
の
開
設
届
出

　

対
象
火
気
器
具
な
ど
を
使
用

す
る
祭
礼
、
縁
日
、
花
火
大
会
、

展
示
会
、
そ
の
他
多
数
の
者
の

集
合
す
る
催
し
で
、
露
店
を
開

設
す
る
場
合
に
「
消
火
器
の
準

備
」「
消
防
機
関
に
届
出
」
を
義

務
付
け
ま
す
。

③
指
定
催
し
の
防
火
管
理

　

１
０
０
店
舗
以
上
参
加
が
見
込

ま
れ
る
大
規
模
な
催
し
で
、
消
防

長
が
指
定
す
る
催
し
の
主
催
者

は
、「
防
火
担
当
者
」
を
定
め
、「
火

災
予
防
上
必
要
な
業
務
に
関
す
る

計
画
」
を
作
成
し
、
こ
の
計
画
に

従
っ
て
火
災
予
防
上
必
要
な
業
務

を
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
ま
す
。

※
こ
の
条
例
の
施
行
日
は
８
月
１

日
で
す
。

▽
問
合
せ　

消
防
本
部
予
防
担
当

（
☎
７
６
６
・
０
１
１
９
）

　

姉
妹
都
市
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
バ
ラ
ラ
ッ
ト
市
と
作
品

の
交
換
事

業
を
実
施

し
、
両
市

町
の
作
品

を
展
示
し

ま
す
。

　

毎
年
、
両
市
町
の
素
晴
ら
し
い

作
品
の
数
々
が
感
動
を
呼
び
、
障

が
い
者
へ
の
理
解
を
深
め
る
と
と

も
に
、
障
が
い
の
あ
る
皆
さ
ん
の

国
際
交
流
活
動
を
推
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▽
と
き　

7
月
25
日
（
金
）
～
8

月
6
日
（
水
）

▽
と
こ
ろ　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

１
階
ロ
ビ
ー

▽
問
合
せ　

参
画
協
働
課
（
☎

７
６
６
・
８
７
８
３
）

▽
と
き　

７
月
12
日
（
土
）
午
後

２
時
～
３
時
30
分

▽
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
視
聴
覚

ホ
ー
ル

▽
講
師　

小
松
和
彦
さ
ん
（
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
）

▽
内
容　

妖
怪
学
こ
と
は
じ
め

（
妖
怪
と
は
何
か
。
幽
霊
と
は
何

か
。
皆
さ
ん
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
妖

怪
や
幽
霊
の
源
流
を
、
画
像
を
見

な
が
ら
探
り
ま
す
。）

▽
対
象　

町
内
在
住
・
在
勤
の
18

歳
以
上
の
人

▽
定
員　

先
着
20
人

▽
申
込
・
問
合
せ　

７
月
１
日
～
中

央
公
民
館
（
☎
７
６
６・８
４
３
２
）

▽
と
き　

７
月
25
日
・
８
月
１
・

８
・
22
・
29
日
、
い
ず
れ
も
金
曜

日
、
午
前
11
時
～
正
午

▽
と
こ
ろ　

文
化
体
育
館
リ
ハ
ー

サ
ル
室

▽
対
象　
町
内
在
住
・
在
勤
の
男
性

▽
参
加
費　

２
千
円
（
保
険
料
含

む
、
初
回
徴
収
）

▽
定
員　

30
人
（
多
数
抽
選
）

▽
講
師　

猪
名
川
体
操
協
会

▽
持
ち
物　

運
動
の
で
き
る
服

装
、
上
靴
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物

▽
申
込
方
法　

７
月
１
～
10
日
ま

で
に
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、
Ｂ
＆

Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
、
文
化
体
育

館
、
中
央
公
民
館
、
日
生
・
六
瀬

住
民
セ
ン
タ
ー
、
生
涯
学
習
課
に

備
え
付
け
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
ま
で

持
参
ま
た

は
Ｆ
Ａ
Ｘ

に
よ
る
申

込
み
（
送
信
後
に
要
電
話
確
認
）

▽
問
合
せ　

体
育
協
会
事
務

局
（
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

内
、
☎
７
６
８・
２
２
７
７
、
F

７
６
８・０
２
６
９
）

エ
イ
ブ
ル
ア
ー
ト
２
０
１
４

リ
バ
グ
レ
ス
猪
名
川

　
　
　
　
　

オ
ー
プ
ン
講
座

平
成
26
年
度
町
ス
ポ
ー
ツ
教
室
の

男
性
ス
ト
レ
ッ
チ
＆
筋
ト
レ
教
室

火
災
予
防
条
例
の
改
正

人
権
・
同
和
教
育
研
究
協
議
会

総
会

平
和
講
演
会
を
開
催

平
和
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展
示

折
り
鶴
に
平
和
へ
の
願
い
を
込

め
て

第
27
回

平
和
と
人
権
の
た
め
の
つ
ど
い

　
募
　
集

お
知
ら
せ

？
の
相
談
室

消
費
生
活

◆ごみ当番のお手伝い
　シルバー人材センターが実
施する高齢者・障がい者・子
育て中の共働き世帯などのご
み当番の負担軽減を図るサー
ビスで、平成 25 年度は 111
回の利用がありました。
▷対象者　① 65 歳以上の高
齢者のみの世帯（ひとり暮ら
しを含む）　②障がい者手帳
をお持ちの世帯　③子育て中
の共働き世帯　など
▷サービス内容　利用依頼世
帯から、町が定めたごみス
テーション用容器を持ち出
し、指定ごみステーションへ
設置し、町のごみ収集車がご
みを回収した後に、依頼の
あった高齢者世帯・子育て世
帯などへ容器を返却する
▷利用料金（1 回あたり）　
ごみステーションへの指定容
器の設置作業＝ 200 円
ごみステーションからの指定
容器の回収作業＝ 200 円
▷申込・問合せ　シルバー人
材センター（☎ 766 － 8686）

ごみ当番・ごみ出しの負担軽減制度をご利用ください！

◆猪名川町ふれあい収集
　ごみ出しが困難な高齢者や
障がい者世帯などに対し、戸
別にごみの収集を行うととも
に補助的に安否確認を行う
サービスです。
▷対象者　◎町在住の人で、
自らごみをごみステーション
まで持ち出すことが困難な高
齢者若しくは障がいのある人
で、次のいずれかに該当する
世帯（地域や身近な人、親族
などにごみ出しの協力を得ら
れる場合は除く）　◎介護保
険法に基づく要介護認定を受
けている人で、おおむね 65
歳以上の一人暮らしの世帯ま
たはおおむね 65 歳以上の人
で構成されている世帯　◎身
体障害者手帳、療育手帳また
は精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている人で、一人
暮らしの障がい者の世帯また
は障がいのある人で構成され
ている世帯
▷申込方法　町役場住民保険
課、日生・六瀬住民センター
またはクリーンセンターに備
え付けの申請書に記入し、各

窓口へ提出（申請書に、認定
書または手帳のコピーを貼付）
▷調査・決定　申請後に直接
職員がご自宅を訪問し、面談
調査を行います。サービス利
用の要件などを確認のうえ、
後日「ふれあい収集」の実施
を決定します（調査の段階で
町が保有している申請者の個
人情報の内容を確認すること
に同意していただきます）。
▷収集するごみ・方法など
◎町が収集を行なっている全
ての一般家庭ごみ　◎ごみカ
レンダーの「燃えるごみ」の
日　◎午前８時 45 分から順
次収集　◎無色透明または無
色半透明のビニール袋に、ご
みを分別して入れた後、玄関
などに利用者が用意する「ご
み収集容器など」に入れる
▷安否確認　収集日にごみが
玄関先などに出ていない場合
は、安否確認の対象になりま
す。長期不在やごみを出さな
い場合などは事前に連絡をし
てください。
▷問合せ　クリーンセンター
　　　　　（☎ 768 － 0818）

～お気軽
に

　ご相談
ください

～


